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別紙 

特別会計・公営企業会計予算審査特別委員会における審査の経過と結果について 

（審査日：平成３１年３月１４・１５日） 

 

１．議案第３７号 平成３１年度川西市国民健康保険事業特別会計予算 

平成３１年度予算の概要 

 予算規模 

  平成３１年度 １６０億２０９４万８０００円 

  平成３０年度 １６３億 ７０３万８０００円 

  差 し 引 き  －２億８６０９万円 （－１．８％） 

質疑の概要 

⑴  歳入 

  問 平成３１年度の国民健康保険事業では、保険税額を据え置くものの、厚生労働

省の例示に従い、中間所得者層へ配慮するため医療給付費分の賦課限度額を３万

円引き上げるなど、国保加入者の負担感は増している。 

    このため、国保税については、低所得者層への配慮を考え方の軸に据置き、そ

の上で中間所得者層以上は応能負担を進めるべきと考えるが、市の考えを伺いた

い。 

  答 国は、消費税率引き上げによる国民全体の負担増を控え、高所得者層に対して

は相応の負担を求めるべきという考え方である。本市では、税率上昇により中間

所得者層で限度額に達し、引き上げが見送られた一部自治体ほど税率が高くない

ことから、今回、賦課限度額を引き上げようとするものである。 

    今後は、３０年度から都道府県の圏域による事業運営としたことで、一定、税

の平準化が進むと考えており、国よる所得段階別課税の検討状況なども注視しな

がら対応していきたい。 

 

  問 一般被保険者国民健康保険税が、前年度より１億２０９２万８０００円減とな

っているが、減少要因を伺いたい。 

  答 団塊の世代が後期高齢者医療制度に移行しているほか、景気回復に伴う就職や

社会保険の適用基準の拡大により国保制度から他の制度へ移行することで国保加

入者が減少し、税収が減少傾向となっているものである。 

 

  問 収納率は近年上昇傾向であり、本案においても前年度より上昇を見込んで計上

している税目が多いが、そのような中にあって、介護納付金分滞納繰越分につい
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ては前年度より低く見積もられている。この理由について伺いたい。 

  答 介護納付金の対象者は、４０代・５０代の社会保険加入者が、何らかの事情で

国保に加入することとなった方で、子育てに多額の出費を要する世代でもあり、

過去からの累積分を納付しにくい状況にあるものと推測している。また、対象者

数が少なく課税額自体も他に比べて小さいため、収納率が上下しやすい税目であ

ることも影響している。 

 

  問 県補助金の特別交付金における保険者努力支援分５８２４万２０００円につい

ては、前年度の予算額より減少している。当該制度は、過年度の特定健診等実施

率や後発医薬品促進の取り組みといった各評価指標の達成度合いにより算定され

ることは承知しているが、主な減少要因をどのように分析しているのか。 

  答 本市としても、新たに達成に向けた指標を６つ増やして取り組んでいるが、配

点を含めた評価指標変更の影響を受けたほか、あくまで他自治体との比較により

相対的に評価されるものであることから、結果として減少したといった認識であ

る。 

 

⑵  歳出 

  問 ３１年度、７０歳以上の一般区分の人で外来自己負担額の合計が年間１４万

４０００円を超えた場合に、その超えた部分を申請に基づき支給する「一般被保

険者高額外来年間合算療養費」を新設し、３５８万円を計上しているが積算根拠

を伺いたい。 

  答 当該療養費は、平成２９年８月診療分からの自己負担額が、従来の１万２０００

円から１万４０００円に引き上げられたことに伴い、年間の上限額が設けられた

ものである。 

    ３１年度当初予算では、一般被保険者高額療養費に加えて計上していたものを、

県の意向により費目を新設している。その積算に当たっては、３０年度の決算見

込みに加えて、自己負担額が３０年８月から１万８０００円に上がった増加分を

合算して予算額を計上している。 

 

  問 財政運営責任等を都道府県に移行する際の激変緩和措置は、３１年度当初予算

にどう影響しているのか。また、当該措置は、当分の間、継続されると聞いてい

るものの、措置終了後の税率への影響が懸念されるとして、市の対応策について

伺いたい。 

  答 激変緩和措置については、納付金で調整されており、その影響額は約２億円と
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なっている。当該措置の終了後は、税率へ影響を及ぼすものの、本市では、２９

年度末で９億７０００万円の基金を有しており、今後、さらに１０億円を超える

と見込んでいることから、基金からの繰り入れによる激変緩和を検討していきた

い。 

 

  問 ７８４３万４０００円を計上している特定健康診査・特定保健指導事業に関し

て、議案質疑資料によると、特定健診受診率は平成２９年度で３５．３％と依然

として低調であり、兵庫県としても全国で比較すると低い状況である。本市とし

ての受診率向上策について伺いたい。 

  答 本市は県平均と概ね同率であるが、県全体として向上を要することは連絡協議

会でも議題となっており、先進事例等の情報共有を県が中心となって進めると聞

き及んでいる。 

    本市では、これまで電話やリーフレットによる勧奨、健康セミナーを開催し、

受診率向上へ向けて取り組んでいるが、なかなか向上に結び付ていない。あわせ

て、受診率が高い市町に個別に問い合わせた経緯はあるものの、明確な回答は得

られないため、今後とも、向上策について模索していきたいと考えている。 

 

  問 出張乳がん検診委託料として２９万２０００円が計上されているが、乳がんは

女性のがん罹患率が高く、検診による早期発見が期待されていることから、３１

年度の取り組みについて伺いたい。 

  答 ３１年度では、アステ市民ホールでイベントを開催するとともに、アステ川西

に駐車した移動検診車を使用して乳がん検診を委託する考えである。日程につい

ては、秋頃を想定しており、年度当初に業者と契約が結べるよう調整していきた

い。 

 

  問 ３１年度、人間ドックの助成金として、１３９０件分、３３３６万円を計上し

ているが、件数の見込み根拠を伺いたい。 

  答 被保険者数が減少していることから、受診者数は減少傾向にある。件数につい

ては、平成２８年度が１４０７件、２９年度が１４２６件といった実績であると

ともに、３０年度で１３８８件の見込み件数としているため、これとほぼ同数と

見込んで予算計上している。 

特記事項 

委員会配付資料あり（川西国保における賦課限度額引上げと法定軽減対象者拡大による影響 

ほか） 
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 議案質疑資料あり（国庫支出金の一般財源化の状況と影響及び国と県の負担割合の変

更額について ほか） 

審査結果 

 原案可決（賛成多数） 

 

２．議案第３８号 平成３１年度川西市後期高齢者医療事業特別会計予算 

平成３１年度予算の概要 

 予算規模 

  平成３１年度 ３３億１５１２万７０００円 

  平成３０年度 ３１億 ３４８万９０００円 

  差 し 引 き  ２億１１６３万８０００円 （＋６．８％） 

質疑の概要 

⑴ 歳入 

  問 資料によると、低所得者の保険料軽減特例措置、すなわち９割・８．５割軽減

措置については、今後、段階的に本則の７割軽減に見直されることとなり、低所

得者層に大きな影響を及ぼすものと考える。国では、この影響に対する配慮とし

て、消費税を財源とした年金生活者支援給付金の支給することとしているが、支

給額は低額であり、自己負担額を賄えるか疑問の残るところである。この点に関

する市の見解を伺いたい。 

  答 保険料軽減特例措置は、世代間、世代内の負担の公平性を図るとともに、負担

能力に応じた負担を求めるため、段階的に見直されているものである。今回の見

直しは、昨年１２月に閣議決定され、財源確保のための消費税率引き上げに時期

を合わせて、低所得者の均等割軽減特例措置を本則に見直す一方で、介護保険料

軽減措置の拡充や年金生活者支援給付金を支給されるものである。これにより、

後期高齢者医療保険料では年間４８８６円増額となるが、介護保険料では年間約

４０００円程度減額となり、合わせて給付金も支給されることから、一定の配慮

はなされているものと認識している。 

 

 ⑵ 歳出 

  問 本年２月に開催された兵庫県後期高齢者広域連合議会では、「後期高齢者医療

保険料の軽減特例継続と窓口負担２倍化しないことを求める請願」が審議され不

採択となっているが、請願事項に関する本市議員の考え方を伺いたい。 

  答 今回の軽減特例措置の見直しは、後期高齢者医療制度の安定的な運用を目指す

ためと認識している。その配慮として、１０月からの消費税率拡大に伴い低所得
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者層を中心とした軽減措置が講じられようとしている点や、仮に特例措置を継続

するとしても広域連合は財源を持ち合わせてない点を総合的に考慮すると、国の

努力を認めざるを得ないと判断している。 

特記事項 

 委員会配付資料あり（保険料軽減特例（低所得者の均等割軽減特例措置）の見直しと法定

軽減対象者拡大による影響について ほか） 

 議案質疑資料あり（対象人数について ほか） 

審査結果 

 原案可決（賛成多数） 

 

３．議案第３９号 平成３１年度川西市農業共済事業特別会計予算 

平成３１年度予算の概要 

 予算規模 

  平成３１年度 １３３４万２０００円 

  平成３０年度 １２９８万３０００円 

  差 し 引 き   ３５万９０００円 （＋２．８％） 

質疑の概要 

 ⑴ 歳入 

  問 近年、加入戸数が減少傾向にある中で、当然加入が任意加入となることや、収

入保険制度が創設され共済からの移行が可能となることにより、今後ますます減

少が懸念される。共済は支え合う制度であるため、加入者が減少すると成り立た

なくなると考えるが、市の見解を伺いたい。 

  答 平成３１年産からは、これまでの２５アール以上の強制加入がなくなり、１０

アール以上の任意加入となるが、農業者は自然災害に備えるための共済の意義を

これまでの経緯等から十分に理解しており、任意でも加入してもらえるものと考

えている。しかし、加入者減少対策については、現在は市町・一部事務組合とい

った各組織体で運営している本事業を県内で一本化し、全県的に事業を展開する

ことも検討されているようである。 

 

 ⑵ 歳出 

  問 損害防止事業における備品購入費１４万７０００円について、具体的な購入内

容を伺いたい。 

  答 ヌートリアやアライグマなど、小型鳥獣を中心に捕獲することを目的とした、

箱わな等を購入する計画である。 
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特記事項 

 なし 

審査結果 

 原案可決（全員賛成） 

 

４．議案第４０号 平成３１年度川西市介護保険事業特別会計予算 

平成３１年度予算の概要 

 予算規模 

  平成３１年度 １３２億２８５５万１０００円 

平成３０年度 １２３億９４７５万９０００円 

  差 し 引 き   ８億３３７９万２０００円 （＋６．７％） 

質疑の概要  

⑴  歳入 

  問 第 1 号被保険者保険料において、現年分普通徴収保険料の収納率を９０．６％

と見込んで予算計上されているが、国民健康保険事業や後期高齢者医療事業と比

較すると、低く設定されていることから、その要因を伺いたい。 

  答 介護保険制度では、６５歳から第 1 号被保険者となるが、この年齢に到達した

直後においては、年金から引き落とす特別徴収ができないことに加え、６５歳か

ら７４歳の年齢層は、７５歳以上に比べて介護保険の要介護認定率が低く、保険

給付を受ける必要がない人も多い状況の中で、保険料の納付に抵抗を感じられる

ケースも散見され、こうしたことが徴収率に影響しているものと考えられる。引

き続き、納付勧奨に努めるとともに、コンビニ納付なども検討しながら収納率の

向上を図っていきたい。 

 

  問 議案質疑資料で保険料段階区分別の普通徴収に係る収納率を見ると、第６段階

及び第７段階が他に比べて低い状況となっているが、この要因をどう分析してい

るのか伺いたい。 

  答 第１号被保険者に係る介護保険料については、第５段階が基準負担割合となる

が、被保険者本人が市民税非課税であることが要件となっている。これに対し

て、第６段階以上は市民税が課税される所得水準にあるものの、合計所得金額で

は、第６段階が１２５万円未満で保険料が第５段階の１．２倍、同じく第７段階

では１２５万円以上２００万円未満で１．３倍となるため、こうしたことが他の

保険料段階と比べて、若干ではあるが滞納者が多くなっている要因ではないかと

分析している。 
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  問 国庫補助金の調整交付金について、新年度の補助率が４．８７％となっており、

近年の推移を見ると、この補助率が上昇してきている状況であるが、この要因と

今後の見通しについて伺いたい。 

  答 この調整交付金は、第１号被保険者に占める７５歳以上人口の割合が多いほど、

補助率が上がるものであり、本市においては、後期高齢者が増えていることに伴

い、この補助率が上昇しているところであり、今後もこうした傾向が続くものと

推測している。 

 

⑵  歳出 

問 施設介護サービス給付事業に係る議案質疑資料で、特別養護老人ホームの入所

待機者数が５８３人となっているが、この解消に向けた新年度での取り組みにつ

いて伺いたい。 

  答 入所申込者は前年度に比べて増加しているものの、「兵庫県介護老人福祉施設

入所コーディネートマニュアル」に基づき、入所の必要性が高いとされた人の待

機者数は減少しているところである。こうした中、第６期介護保険事業計画に基

づき整備された事業所が昨年４月に小花地内で開設されているほか、第７期の計

画では、緑台地域で地域密着型の特別養護老人ホームの整備を考えており、こう

した新たな施設の整備と既存施設の空き状況も踏まえた効率的な運営を図りなが

ら、引き続き入所待機者の減少を図っていきたい。 

 

問 包括的支援事業に係る「予算の概要」では、各地域包括支援センターにケアプ

ランナーを配置し、より効果的なケアマネジメントの実現を支援する旨の記載が

あるが、現在の配置状況に加え、新年度における具体的な取り組み内容を伺いた

い。 

  答 現在、市内に７箇所ある地域包括支援センターでは、要支援認定者に対するケ

アプランを作成しているが、相談業務との兼ね合いもあり、1 人当たりで月２５

件を上限としている。ただ、対象者の増加に伴い、各センターが独自にプランナ

ーを配置して対応している状況にあり、市として、ケアプランナー配置に対する

補助を行うことにより、相談業務の充実を図ることも視野に入れて、今回、予算

措置をしているものである。 

 

  問 任意事業において３０年度から予算計上された認知症高齢者等の徘徊ＳＯＳネ

ットワークについて、事業の進捗状況と新年度での取り組み内容等を伺いたい。 
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  答 指摘の事業については、３０年度予算に計上して取り組みを進めてきたが、結

果として本年３月になってメール配信ができる体制が整い、順次、地域住民に対

する説明を進めているところである。このネットワークによるメール配信の具体

的な流れとしては、行方不明となった高齢者の家族が警察へ届出を行い、その情

報が委託事業者を通じて、事前登録者に防災ネットでメール配信されることとな

る。この登録受付は、本年３月１１日から開始しており、この登録者をより多く

確保することが重要となるため、地域の民生委員や福祉委員の集会など、機会を

捉えて制度の普及啓発に対する協力をお願いしているところである。 

 

  問 包括的支援事業に係る予算参考資料によると、緩和した基準によるサービスの

担い手養成研修委託料２２万円が計上されているが、これまでの実施状況と成果

に加え、今後の取り組みに向けた考え方を伺いたい。 

  答 この養成研修については、不足する基準緩和型の訪問介護に係る担い手を確保

する目的で実施しているものであるが、これまでの研修修了者８８名のうち就労

に至ったのは４名に止まっている。これは、基準緩和型の対象となる要支援者が

少ない現状も要因の一つと考えられる。そこで、現在、ケアマネージャーが作成

している自立支援のケアプランを基準緩和型の方に移行できないかといった検討

をはじめ、就労に至らなかった場合でも地域福祉やボランティアの担い手として

活動してもらえるよう、研修修了時の情報提供などを行っていきたいと考えてい

る。 

特記事項 

 議案質疑資料あり（保険料独自減免制度の対象と申請状況、減免数と額について ほ

か） 

審査結果 

 原案可決（賛成多数） 

 

５．議案第４１号 平成３１年度川西市用地先行取得事業特別会計予算 

平成３１年度予算の概要 

 予算規模 

  平成３１年度 ３２億２１３０万９０００円 

  平成３０年度 ２８億１５７１万７０００円 

  差 し 引 き  ４億 ５５９万２０００円 （＋１４．４％） 

質疑の概要 

 ⑴ 歳入 
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  問 土地貸付収入において、ネクスコ西日本に対する１０年分の定期借地権として、

２億９０２０万１０００円を計上しているが、単年でなく長期の土地貸付とした

経緯について伺いたい。 

  答 現在、ネクスコ西日本に貸し付けている土地は、３０年度末をもって貸付期間

が終了することとなる。契約満了にあたり、相手方から中国自動車道の改修に係

る事務所として引き続き借り受けたい旨の要望があり、調整の結果、貸付期間を

１０年間とするとともに、賃借料を一括で納入していただく条件で合意に至った

ものである。 

 

  問 土地貸付収入のうち、２５年間にわたる長期貸付を行っている未利用地につい

ては、適宜、貸付料の見直しが必要であると考えるが、契約内容のあり方を伺い

たい。 

  答 当該土地の貸付については、平成２０年にプロボーザル方式により事業者を募

集し、２２年から４７年までの長期貸付を行っているもので、賃貸料については、

契約により５年ごとに見直すこととしている。２７年度の貸付料改定時には、地

価の変動等がなく変更は行っていないが、今後とも、貸付料の見直し時期に合わ

せ協議していきたい。 

 

 ⑵ 歳出 

  問 道路用地先行取得事業における主な内容と今後の見込みについて伺いたい。 

  答 主な用地買収の進捗は、豊川橋山手線については７１．２５％、見野線は、今

年度の認可を受けたばかりであるため、今後、進展する事業であるが、見野線に

つながる市道１２号については４５％の進捗率となっている。また、石道の市道

２８４号については、国有地である畝部分の取得に時間を要することが見込まれ

ており、工事の進捗は見通せない状況である。 

特記事項 

 議案質疑資料あり（土地開発公社用地取得による公社健全策の推移と見通しについて 

ほか） 

審査結果 

 原案可決（賛成多数） 
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６．議案第４２号 平成３１年度川西市中央北地区土地区画整理事業特別会計予算 

平成３１年度予算の概要 

 予算規模 

  平成３１年度 １０億 ２９７万円 

  平成３０年度 １７億８３８０万５０００円 

  差 し 引 き －７億８０８３万５０００円（－４３．８％） 

質疑の概要  

⑴  歳入 

  問 ３１年度、１５９７万６０００円を計上している保留地処分金について、当該

土地の売却を含む地域のまちづくりに関しては、地元住民への説明が必要と考え

るが、売却に至った経緯と地域住民への説明に関する市の方針を伺いたい。 

答 今回、売却しようとする土地は、都市整備公社地等を含む３５５０平方メート

ルを予定しており、市全体のまちづくりとして活性化するような用途などの一定

の条件を付与していきたい。 

答 土地区画整理事業は、まちづくりの方針を定めて段階的なプロセスにより進め

ており、その過程で地域に対する説明を行っている。また、市全体のまちづくり

の方向性を検討する際には、コミュニティや自治会等の地域住民と協議するなど

の意思形成のプロセスが必要と考えることから、今後の検討課題としたい。 

 

⑵  歳出 

  問 公共施設整備事業において、地下構造物撤去補償費、地耐力補償費として 

   ５４３５万８０００円を計上していることから、その積算根拠について伺いた

い。 

  答 金額については、実態を確認して決定することになるが、予算編成段階では、

過去の実績における単価や地下構造物の排出割合等を基に算出している。 

 

  問 キセラ川西まちづくり事業において、嘱託職員としてまちづくりコーディネー

ト専門員１名とＰＦＩ事業委託料としてのまちづくりコーディネート支援業務費

７８９万５０００円を計上しているが、役割分担と今後のまちづくりの方向性に

ついて伺いたい。 

  答 キセラ川西のまちづくりについては、ＰＦＩ事業者から、さまざまなまちづく

り方針が示されており、現在、キセラカフェ等の運営を担っていただいている。

市でも、これまでの経験により知識が豊富な専門員を配置し、ＰＦＩ事業者と連

携を密にしながら、より幅広い発展ができるよう進めている。また、今後のキセ
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ラ川西のまちづくりにおいては、市民の自発的な活動につながるよう、シビック

プライドの醸成を図っていきたい。 

特記事項 

 議案質疑資料あり（移転補償仮換地に伴う補償解決状況について ほか） 

審査結果 

 原案可決（全員賛成） 

 

７．議案第４３号 平成３１年度川西市水道事業会計予算 

平成３１年度予算の概要 

 給水世帯数 ６万９５００世帯 

 年間配水量 １５４４万５８０５㎥ 

 収益的収入 ３５億７２１２万９０００円 収益的支出 ３３億８３０６万５０００円 

 資本的収入  ４億 １４０万２０００円 資本的支出 １０億２２３２万６０００円 

質疑の概要 

問 国では、人口減少による収益の減少や施設の老朽化等に対応するため、水道法を

改正し、水道事業体の広域連携や官民連携の推進が可能となったが、本市における

取り組み状況について伺いたい。 

 答 広域化については、兵庫県において兵庫県水道事業のあり方懇話会を設置し、経

営環境の変化に対応すべく議論を行っている最中であり、現在のところ、事業体間

の広域連携は進んでいないが、物品の共同購入などの小さな取り組みを順次進めて

いる。また、官民連携、いわゆる水道施設の運営権を民間事業者に任せるコンセッ

ションについては、具体的に検討している段階ではない。 

 

問 有収率に関して、新水道ビジョン案では、平成４０年度の目標値を９６．０％と

設定する中で、提出された資料によると、３１年度の達成目標を９６．３％として

いることから、有収率を設定した考え方と今後の見通しについて伺いたい。 

 答 過去から、有収率の向上に向けて漏水調査等による漏水箇所の発見・修繕を行っ

ており、その成果が数値としてあらわれたものである。 

答 有収率を向上させることは、収益増にもつながる。本市では、全国平均と比較し

ても高率を維持しており、３１年度ではさらに大きな努力目標を設定したものであ

り、今後とも高率を維持するよう努力していきたい。 

 

問 収益的収入の水道事業収益における分担金は、前年度より１４５７万３０００円

と大きく減少しているが、算定根拠を伺いたい。 
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 答 分担金の算定は、過去３年間の実績に、新たに建築される大規模マンション等を

加算して算出することになるが、３１年度においては、大規模マンション等の建築

がないことから前年度より減額した予算計上としている。 

 

問 営業費用における県営水道からの受水費は、収支に大きな影響を及ぼすものであ

ることから、次回の改定に向けた取り組み方針について伺いたい。 

 答 受水費については、４年ごとに見直され、次回の改定は平成３２年度となる。平

成２８年度～３１年度までは受水費は、１立方メートル当たり１２５円となってお

り、前回から５円減額されており、３２年度以降も減額されるよう調整していきた

い。 

 

問 水道事業では、３０年度より滞納整理・窓口業務委託を開始し、３１年度でも、

浄水場管理委託を行うなど、経費の節減に努めており、職員数も前年度より８名減

少することとしている点をとらえ、委託効果や職員数の減少による影響について伺

いたい。 

 答 滞納整理・窓口業務の委託化により、段階的に職員数を削減しており、３０年度

では、人件費の減や委託費の増、また滞納料金の収入などを総合的にみると、コス

ト面では約２０００万円の効果を見込んでいる。 

 答 ３１年度の取り組みとしては、作業の内容等に鑑み、３年間を期間とする浄水場

管理委託を行い、これにより職員数を５名減少させるとともに、前年度から取り組

む滞納整理・窓口業務委託により２名減とするほか、契約事務の一部を市長部局と

統合することで１名減、合計８名の減員を予定しており、業務に支障がない範囲

で、水道事業運営の将来を見越した経費節減を行っている。 

 答 これまでと同様、ベテラン職員と若手職員がペアとなって技術の継承を行うこと

としており、職員数の減少が影響しないよう取り組んでいきたい。 

 

問 災害時の水の確保に向けて、配水池への緊急遮断弁の設置や災害備蓄水を備えて

いるが、具体的な取り組み状況はどうか。 

 答 緊急遮断弁については、現在、９か所に設置しており、地震災害時には配水池に

１万２８００立方メートルが確保できるほか、緊急貯水槽に４００立方メートルを

貯めることが可能となり、これにより市民１人当たり１日３リットルの水を３日間、

その後２０リットルの水を４日間給水できることとなる。さらに、３１年度では、

山原配水池に緊急遮断弁を設置する予定としている。 

 答 応急給水を開始するまで間に対応するための災害備蓄水については、毎年１万本
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を更新しており、避難場所となる公民館等に配置している。 

 

問 これまで鉛製給水管の改良工事に順次取り組んでいるが、３１年度のおける実施

方針について伺いたい。 

答 鉛製給水管の改良については、過去から段階的に取り組んでおり、年間約１１００

か所を目標に交点改良を行っていたが、３０年度から南部地域で更新工事を行って

おり、年間１５００か所に目標値を増加するとともに所要経費も増額するなど、積

極的に取り組む考えである。 

 

問 資本的支出には、国債等有価証券購入費として１億円が計上されているが、その

目的とこれまでの取り組み成果について伺いたい。 

 答 現在、市場は低金利の情勢にあるものの、今後の事業計画等を見通す中で、新た

な財源を確保するため、可能な範囲で投資を行おうとするものである。過去にも債

券による投資を行っており、その際には約２，５００万円の受取り利息を得た実績

がある。 

特記事項 

 議案質疑資料あり（鉛管の交換予定の詳細及び延長、改善割合について ほか） 

審査結果 

 原案可決（賛成多数） 

 

８．議案第４４号 平成３１年度川西市下水道事業会計予算 

平成３１年度予算の概要  

 水洗化人口 １５万５７０６人 

 年間有収水量 １４９２万６２９５㎥ 

 収益的収入 ３９億  ９６万３０００円 収益的支出 ３３億６７６２万９０００円 

 資本的収入 １１億１２２６万４０００円 資本的支出 ２４億２６３２万７０００円 

質疑の概要  

問 提出された資料や議案質疑資料によると、下水道処理人口普及率が９９．８％に

達するとともに、２９年度末の未水洗化戸数が４６３戸となっていることから、水

洗便所改造資金貸付金も活用した今後の水洗化見通しなどについて伺いたい。 

 答 供用開始区域内の未水洗化家屋は、市内に点在しているが、鼓が滝地区や錦松台

地区に多い状況となっている。未水洗化の原因は、水洗化工事費が住民負担となる

ため、独居高齢者世帯のため改造の必要がないであるとか、設備改造を行う資力が

ないなどの点であり、直ちに解消することは困難な状況にある。 
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また、水洗便所改造資金貸付金については、３年以内の貸付金として運用してい

るが、期限を超過しても相談に応じるなど柔軟に対応している。対象者には、啓発

文書の送付や個別訪問を行っている。 

 

問 近年、気候変動により豪雨が頻発している状況にあることから積極的な浸水対策

が求められるが、３１年度の具体的な取り組み内容を伺いたい。 

 答 ３１年度では、昨年度から引き続き東畦野第１雨水管線、並びに、矢問バス停付

近の浸水対策として雨水管線の整備を実施しており、これらを早期に完成させたい

と考えている。また、農業用水路の対応については、これまでから管理している地

元水利組合にゲートの開閉についてお願いをしているところである。 

 

問 資本的支出の公共下水道整備費には雨水と汚水にかかる長寿命化工事費に人孔蓋

の更新にかかる費用が予算計上されているが、３１年度の実施予定と今後の計画は

どうか。合わせて、更新後のマンホールの処分方法も伺いたい。 

答 マンホールは市内に汚水が約２万１０００カ所、雨水が約５４００カ所あり、３１

年度は、雨水用１２０カ所、汚水用２６１カ所の合計３８１カ所について更新工事を

予定している。更新は３２年度までの５年間は国の長寿命化支援制度を活用し、３３年

度からは、ストックマネジメント支援制度を活用しながら、劣化の激しいものなど

を管路の改築に合わせて更新する計画としている。 

答 撤去後のマンホールは売却処分しており、３１年度では、約６万４０００円を計

上している。 

 

 問 近年、全国の下水道事業体でマンホールカードを発行し、人気を博しているが、

本市のカード作成の考えなどについて伺いたい。 

 答 下水道マンホールカードについては、応募型の事業となっており、本市でも、こ

れまで４回応募しているが、選考や抽選により落選している状況である。また、デ

ザインマンホールの設置場所を訪れるマニアがいることも聞き及んでおり、３１年

度、新たなデザインマンホールの設置費用を計上していることから、今後、具体的

な設置個所を検討していきたい。 

特記事項 

 議案質疑資料あり（下水道未整備戸数、面積について及び今後の見通しについて ほか） 

審査結果 

 原案可決（賛成多数） 
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９．議案第４５号 平成３１年度川西市病院事業会計予算 

平成３１年度予算の概要 

 収益的収入 １０億３８１７万８０００円 収益的支出 ９億４３２４万円 

 資本的収入 ２１億７４４５万円     資本的支出 ２２億６５３３万４０００円 

質疑の概要  

問 指定管理者から提出された事業計画書によると、基本方針に「市立川西病院と法

人でシナジー効果を生み出しながら」と明記されていることに関して説明願いたい。 

 答 指定管理者は、現在、６病院と４介護老人保健施設を運営しており、今回の市立

川西病院の事業運営にあたり、法人全体で相乗効果を図っていく考えを示している

ものと認識している。 

 

問 事業計画書では、「小児・周産期医療は現病院では現状維持」とし、これまでど

おり小児救急輪番制にも対応するとのことであるが、特に小児科医師は全国的に不

足していることに加え、常勤医師１名の他は非正規の応援医師という現状に鑑みる

と非常に不安であるが、いかがか。 

答 小児科医は確保できているものの、新病院では北部診療所を含めて対応していく

こともあり、現状の医師数で満足しているわけではない。今後に向けてさらに小児

科医を確保し、輪番制と入院・外来の日常業務に対応していきたい。 

周産期については、嘱託医師２名であったものを、正規医師を１名確保できたほ

か、非常勤医師や指定管理者の系列病院から応援することで、これまでと変わりな

く３１年度は対応できると見込んでいる。 

 

問 指定管理者から提出された収支計画書によると、２０１９年度の年間患者数につ

いて、入院は７万２７９７人、外来は９万７６００人と見込んでいるが、議案第

３５号の平成３０年度補正予算では、これらについて、入院は１万２７３２人減の

５万６６１８人、外来は６６５８人減の９万５８２２人と下方修正している。この

ような点からみると、計画達成は非常に困難であると言わざるを得ないが、この点

について市の認識を伺いたい。 

 答 現時点において平均病床稼働率が６０％台に落ち込むなど、患者数は低迷してい

る。 

当該資料は、指定管理者の選定時に提出いただいたものであり、経常損失を年度

当たり、約５億円と見込まれている。これを低迷する現状に合わせた計画とすると、

それ以上の医療を提供しないということにもなりかねないため、指定管理者として

は、新入院患者の増や効率的な病棟運営といった民間のノウハウを駆使しながら、
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当該収支計画に近づけるという強い意思を持って取り組む覚悟である。 

 

問 病床稼働率が低迷する現状が仮に新年度も継続した場合、指定管理者に対して資

金援助等を行う可能性はあるのか。 

 答 既に締結済みの基本協定書において、赤字補填的な性格の支援はしないと明記し

ている。確かに現状は患者数が落ち込んでいるが、過去には１５０人前後だった１

日平均入院患者数を２年程度で１９０人超にまで回復した経過もあるため、指定管

理者が収支計画に掲げた数字をクリアするのは不可能ではないと考えている。市と

しては、あらゆる手を尽くし患者数回復を目指す指定管理者を、しっかりとサポー

トする必要があると考えている。 

 

問 ３０年度に医業収益が大幅に落ち込んだ一因には、市立川西病院が移転し、公設

民営という新たな目標をもって事業運営していこうとする中で、「４月から市民病

院がなくなる」といったさまざまな風説の流布があり、指定管理者による収支計画

達成の大きな阻害要因となっている。市は、正確な情報を市民に伝える責務がある

と考えるがどうか。 

 答 市としても、市民病院の設置者として責任を強く感じており、指定管理者ととも

に支えていきたいと考えている。 

新年度の広報については現在方策を検討中であるが、まずは市民病院として今後

も継続することを着実に伝えていく考えである。その上で市広報誌に定期的に枠を

設け、全室個室化や高度急性期医療の一部推進といった新病院の内容ついて、ホー

ムページも活用しながら広く市民にＰＲしていく予定である。 

 

問 市立川西病院は、本年４月から指定管理者制度に移行するが、診療体制は整えら

れているのか。 

 答 現時点でのスタッフの確保状況について指定管理者から報告を受けており、外来

の受け入れ体制や病棟の編成も含め、現状のまま継続できると考えている。 

   特に患者や地域住民から不安視されていた整形外科については、３月に入って常

勤医師が確保でき、大学医局からの外来支援も整えられたことから、これまでどお

り手術や入院が可能である。 

 

問 市立川西病院では、２３４床のうち５０床で地域包括ケア病棟を運営しているが、

指定管理者制度導入後も継続するのか。また、収支計画書によると、病床稼働率を

９０％まで引き上げるとされているが、当該病棟の存否がこの達成や入院単価に影
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響するのではないか。 

 答 地域包括ケア病棟は、昨年４月から入院患者が大幅に減少し、回復が見込めない

ことから、一定、収益減をとどめるとともに、当該ケアを必要とする対象患者がい

たため患者数を確保できるものと判断し導入したものである。今後の取り扱いにつ

いては、収益につながる患者数の動向を注視しながら検討すべきであり、現時点で

方向性は決まっていないが、基本的には継続するものと考えている。 

 答 指定管理者は応募時から一定の工夫を想定しており、新入院患者の増加や病床機

能の見直しも視野に入れて病床稼働率９０％を目指すことは候補法人選定時の既出

資料にも掲げている。また、現病院時点での入院単価も当時から４万５０００円を

想定し、あらゆる工夫により入院患者数の維持もしくは上昇を目指すとしており、

現病院の姿と大きく変化があるものではないと考えている。 

 

問 ３１年度で新たに設置する、経営評価委員会及び市民モニター制度の関連経費が

計上されているが、それぞれの経費や構成人数等、現段階での検討状況を伺いたい。 

 答 経営評価委員会については、報酬として３２万４５００円を計上している。人数

は６名程度で、医業に明るい学識経験者、医師等の医療関係者、公認会計士、社会

保険労務士等で構成することを想定しており、初年度の初動が落ち着いた７月頃を

めどに開催する考えである。また、市民モニター制度については６名程度を想定し

ており、報償費として８万円を計上している。 

 

 問 ３１年度では、救急医療態勢に対する一般会計負担金として、１億５０００万円

を計上しているが、算定根拠について伺いたい。 

 答 当該一般会計負担金は、指定管理料２億４４５９万５０００円にかかる財源の一

部であり、交付税相当額を限度と定めている。その他の内訳は、小児医療が４４５９

万５０００円、周産期医療が５０００万円としている。 

特記事項 

 配付資料あり（平成３１年度（２０１９年度）市立川西病院事業計画書・２０１９－

２０２１年度収支計画） 

議案質疑資料あり（後発医薬品の使用状況について ほか） 

審査結果 

 原案可決（賛成多数） 

 


